
2018年
Vol.18 No.2



2018 年春季号

トピックス
　酸化チタン（Ⅳ）の健康障害防止措置検討に関する経過報告	 6

日本パウダーコーティング協同組合　事務局

隔号掲載
　粉体塗装、粉体塗料の関連報文、公開特許から見る技術動向（2017 年後半）	 14

日本パウダーコーティング協同組合　事務局

トピックス
　第 27回神奈川工業塗装まつり／塗装技能コンクール	 16

日本パウダーコーティング協同組合　事務局

＜組合便り他＞
組合便り１
　平成 30年１月ー３月の主な組合活動報告	 23

製品紹介
　触媒輻射パネルSUNKISS	THERMOREACTOR	 27

後付	 29

付録	 30

編集委員会
編集委員長	 河合　宏紀（カワイEMI）
編集委員	 荒川　　孝（日産自動車㈱）	 壱岐　富士夫（日鉄住金防蝕㈱）
	 竹内　学（茨城大学）	 佐川　千明（関西ペイント㈱）
	 桜井　智洋（コーティングメディア）
	 野村　孝仁（日本ペイント・インダストリアルコーティングス㈱）
	 野本　壮一（日本パーカライジング㈱）	 柳田　建三（旭サナック㈱）

制作・進行：パウダーコーティング誌	制作部　舘野	 ＊委員長以外は 50 音順



掲載広告目次

株式会社ケツト科学研究所	 1
旭硝子株式会社	 2
久保孝ペイント株式会社	 3
グラコ株式会社	 3
株式会社小野運送店	 4
日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社	 4
ロックペイント株式会社	 5
ナトコ株式会社	 5
株式会社三王	 18
株式会社板通	 19
横浜化成株式会社	 19
株式会社明希	 20
城南コーテック株式会社	 20
株式会社アック	 20
パーカーエンジニアリング株式会社	 21
筒井工業株式会社	 21
株式会社マルシン	 22
大日本塗料株式会社	 22



1



2



3



4



5



6

パウダーコーティング　Vol.18 No. 2

酸化チタン（Ⅳ）の健康障害防止措置検討に関する経過報告
日本パウダーコーティング協同組合 事務局

トピックス

１．酸化チタン（Ⅳ）情報
①化学物質の基本情報

名称：酸化チタン（二酸化チタン）、化学式：TiO2

分子量：79.9、CAS 番号：13463-67-7
労働安全衛生法施行令別表９（名称を通知すべき
有害物）第 191 号

②物理的化学的性状 
外観：無色～白色の結晶性粉末
密度：3.9 ～ 4.3 g/cm3

融点：1855℃、溶解性（水）：溶けない
結晶形態：ルチル型、アナターゼ型、ブルカイト

型の３種類ある。工業的に利用されて
いるのは前者２種類である。

③生産量・用途
生産量：207,561 t（2010 年）
ルチル型　169,463 t、アナターゼ型　38,098 t
輸出：20,798 t、輸入：19,303 t
用途： 塗料、化合繊の艶消し、印刷インキ、化粧品、

乳白ガラス、有機チタン化合物原料、ゴム
及びプラスチックの着色、リノリウム用顔
料、絵具、クレヨン、ほうろうや陶磁器の
釉薬、製紙、チタンコンデンサー、溶接棒
被覆材、歯科材料、レザー、石鹸、なっ染
顔料、皮革（なめし材）、アスファルトタイ
ル等多岐にわたる。

④酸化チタンの原料～製造まで
1） 工業的生産では原料としてルチル鉱石（図１左）

またはイルメナイト鉱石（FeTiO3）（図１右）が

用いられている。主な製造法は塩素法と硫酸法
の二種類があり、欧米では塩素法、日本では硫
酸法が主流のようである。

2） 酸化チタンの応用
 白色顔料としての酸化チタンが工業的に生産さ

れて約 100 年。白色度、隠蔽力、着色力、分散性、
耐候性、化学的安定性などの優れた性質を合わ
せ待つことから、塗料やインキ、紙、プラスチッ
ク、繊維、ゴム、コンデンサなど幅広く使用され、
私達の暮らしに必要不可欠なものとなっている。

 自動車・建物用外装・病院・塗料・食品・衣料品・
スマホ用フィルム・医薬品・トラックや発電所・
高機能紙・ドアや窓枠・化粧品・白物家電等の
消費者製品・作物用フィルム他

3） 酸化チタンの製造プロセスと表面処理
 顔料（ナノ以外）酸化チタン製造プロセス（硫

酸法）を図２に示す。
4） 酸化チタンの多様性
 酸化チタンにはルチル型とアナターゼ型がある。

図１ ルチル鉱石（左）とイルメナイト鉱石（右）（ウ
イキペディアより）

図２　顔料（ナノ以外）酸化チタン製造プロセス（硫酸法）
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その各々にナノとナノ以外とがある。またその
各々に表面処理有り無しがあるので８種類に分
類される。

 ナノ以外の場合は顔料酸化チタンとも称する。
また表面処理はコーティングとも称する。

5） 酸化チタンの表面処理（図３、４は TEM 撮影）
 酸化チタンの表面を薄くシリカ/アルミナで覆っ

ているのがわかる。
⑤重視すべき物質性状とばく露ルート

酸化チタンは常温固体であり、粉体の状態で拡散
した場合に、労働者の吸入によるばく露が問題に
なる。

⑥重視すべき有害性
1） 発がん性：ヒトに対して発がん性が疑われる。
 〔根拠〕IARC（International Agency for Research 

on Cancer）国際がん研究機関：グループ 2B（図５ 
参照）

2） 急性毒性
（経口毒性） LD50 ラット、マウス共に 10000 mg/

kg 体重
（経皮毒性） LD50 ウサギ、ハムスター共に 10000 

mg/kg 体重
3） 皮膚刺激性 / 腐食性：軽微
4） 反復投与毒性（発がん性を除く）：二酸化チタン

によるじん肺症の報告有り。動物の吸入ばく露
試験等で肺の炎症等の報告有り。

5） 感さ性、生殖、発生毒性：調査した結果では報
告なしまたは少ない。

⑦許容濃度等
a） 日本産業衛生学会　許容濃度（第２種粉じんに

分類）：総粉じん 4 mg/m3、吸入性粉じん 1 mg/
m3（1981 年）

b） ACGIH TLV-TWA：10 mg/m3（1992 年）
c） NIOSH REL-TWA：

Fine（吸入性粉じん）2.4 mg/m3

UltraFine（一次粒子径 100 nm 未満）
0.3 mg/m3（2011 年）

d） UK WEL-TWA： Total inharable　10 mg/m3

  Respirable　4 mg/m3（2005 年）
e） 経済産業省委託研究「ナノ粒子特性評価手法の

研究開発」報告
 許容ばく露濃度（時限付き）酸化チタン・ナノ材料：

図３　表面処理無し 図４　シリカ／アルミナ含水処理

図５　参考資料：IARC 発がん性分類表
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0.6 mg/m3（吸入性粉じんとして）（2011 年）
（用語解説）
ACGIH： American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists 米国産業衛生専門家
会議

NIOSH： 米 国 保 健 社 会 福 祉 省（Department of 
Health and Human Services: DHHS）管轄
下の疾病対策予防センター（Centers for 
Disease Control and Prevention: CDC）の
１組織である。

TWA：time-weighted average（時間加重平均）作
業環境中で大気中の物質濃度は１日のうち
に変動し得るが、TWA は濃度とその持続 
時間の積の総和を総時間数で割ったもの。

TLV：threshold limit value set by AGGIH；米国産
業衛生専門家会議によって設定された許容
濃度。ほとんどすべての労働者が毎日繰り
返しばく露されても、有害な健康影響が現
れないと考えられる化学物質の気中濃度を
表す。

TLV-TWA：米国産業衛生専門家会議によって設定
された時間加重平均の許容濃度。１日
８時間、週 40 時間の繰り返し労働に
おいて作業者に対し有害な影響を及ぼ
さない時間加重平均濃度

WEL： Workplace Exposure Limit（職場ばく露限界）
は TLV と同義

REL： Recommended Exposure Limit（勧告ばく露
限界値）。量―反応関係等から導かれる、ほ
とんどすべての労働者が連日繰り返しばく
露されても健 康に影響を受けないと考えら
れている濃度または量の閾（いき）値

２．これまでの経緯について（概略）
1）有害物ばく露作業報告制度の創設から健康障害防
止措置検討会開始前まで

①平成 18 年１月に有害物ばく露作業報告制度が創
設される。

②平成 23 年７月 14 日付　報道関係者宛資料より
・ 「化学物質のリスク評価検討会」にて平成 22 年

度ばく露実態調査対象物質に係わる報告書が
取りまとめられ公表された。

 インジウム化合物 , エチルベンゼン，コバルト
及びその化合物の 3 物質で労働者の健康に高い

リスクが認められたので健康障害防止措置を
検討すべきという結果になり「健康障害防止措
置検討会」が置かれた。

 酸化チタンは 1，3 ジクロロプロペン，ジメチ
ル -2，2 ジクロロビニルホスフェイト（DDVP），
パラ - ジクロロベンゼン，4- ビニル -1- シクロ
ヘキセンと共に平成 21 年に初期リスク評価、
平成 22 年に詳細リスク評価が行われた。⇒こ
こが酸化チタンに関する問題のスタート時点
である。

③平成 23 年７月付　初期リスク評価書　No.52（初
期）　酸化チタンが出る。

（厚生労働省　化学物質のリスク評価検討会）
酸化チタンを製造し、または取り扱っている事業
場から「労働者の有害物によるばく露評価ガイ
ドライン」に基づき、ばく露予測モデルを用いて、
ばく露レベルの高いと推測される 12 事業場が選
ばれて、特定の作業に従事する 44 人の労働者に
対する個人ばく露測定と作業環境測定（15）及び
スポット測定（39）が行われた。

（評価値）総粉じんを対象　ACGIH の提言値で
あるばく露限界値（TLV-TWA）10 mg/m3 が二
次評価値とされた。

（結果）
製品の篩い分け作業（酸化チタン製造事業
場）で評価値を３人の被測定者が上回った

（Max.22.9 mg/m3）。
（今後の対応）

同じような作業場、粉体塗装を行う事業場等
でばく露調査を行い、詳細なリスク評価を行
うと共にナノサイズの酸化チタンについても
リスク評価を行われることになった。ここで
初めて「粉体塗装」が出てくる。

④平成 23 年 10 月　厚生労働省労働基準局 安全衛
生部 化学物質対策課 化学物
質評価室から経済産業省製造産業局化学課（現
素材産業課）を通じて粉体塗装作業に伴うばく
露測定の依頼があり、パウダー協会員３社にて
実施された（測定は中央労働災害防止協会にて
10-12 月に実施、図６）。他にチタン製造会社、塗
料製造会社等にても実施されている。

⑤平成 24 年５月にリスク評価書 No.52（中間報告）
が出された。
総粉じん（ACGIH の TLV を評価値として使用　

図６　吸引測定取付け状態（左）、サンプラー装置（右）
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10 mg/m3）と吸入性粉じん - レスピラブル粒子
（酸化チタンの袋詰め作業が常時行われている屋
内作業場に適用されている管理濃度を基準とし
て考慮　3 mg/m3）* は共に粉体塗装、補充及び
清掃においてオーバーするケースがあることが
判明（総粉じんで Max.15 mg/m3、吸入性粉じん
で 3.1 mg/m3）。
* レスピラブル粒子：10 µm 以下の粉じんで、気管

支や肺胞にまで達する微粒子
⑥平成 27 年４月 - ６月　厚生労働省より再度粉体

塗装に伴うばく露測定要請があり、パウダー協会
員３社を含めて塗料製造会社やチタン製造会社
等にて実施された（今回吸入性粉じんの二次評
価値は日本産衛学会 1 mg/m3 が使用された）**。
** 前回吸引粉じんで 3.1 mg/m3 の数値が出た企業は

ブース新規更新がなされており、再度二回目の測
定実施

⑦平成 27 年度　詳細リスク（追加）調査物質とし
て平成27年度の調査について報告書が出された。

 前回の調査にて 3.1 mg/m3 と二次評価値（当時）
を超えた事業場（ブース新規更新）は 0.1 以下～ 
1.2 mg/m3 と良くなったが、新しく設定された
二次評価値 1 mg/m3 を超すケースを生じた（６
人測定で１人）。また別途、どこの事業場かは
不明であるが粉体塗料（白）を補充する作業で 
1.3 mg/m3 とオーバーするケースがあった。

 （当方から見て）
 ばく露実態の考察では１回目と２回目のトータ

ルで行われており、3.1 mg/m3 が最大値として独
り歩きしている感がある。64データのうち４デー
タが新しく二回目で設定された評価値を超えて
いるとされている。うち３データは同じ事業場
であり、２データはブース新規更新前で、１デー
タは新規更新後である。それも６件中１件の割
合である（検討会としては Max. 重視と思われ
る）。

 ⇒ヒヤリング等でこの点は指摘、集塵条件や塗
装方法等により改善の余地あり。

⑧平成 28 年（月不明）詳細リスク評価書　No.52（詳
細）が出される。内容は⑦とほぼ同じ内容で１
回目と追加の２回目のデータが一括りで評価さ
れている。

⑨平成 28 年 12 月 16 日付　報道関係者宛
 「平成 28 年度化学物質のリスク評価検討会報告

書」を公表します
 ～酸化チタン（Ⅳ）による健康障害の防止措置

を直ちに検討～
 （参考　コーティングメディア社 2 月 15 日付の

ニュースに掲載される）
 これまでのリスク評価結果で健康障害の防止措

置に着手することが決定された。また、都道府
県労働局長宛てに安全衛生部長発（基安発 1220
第１号　平成 28 年 12 月 20 日付）でリスク評価
結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底
についてが出される。 

⑩平成 29 年１月 25 日付　日本塗料工業会は厚生労
働省より通達を受けたことを公表。

⑪平成 29 年２月に日本酸化チタン工業会と２回面
談、一社）日本塗料工業会とはその都度電話に
て情報交換や依頼を受ける。

⑫平成 29 年３月 10 日に日塗工より３月 17 日より
検討が始まるとの連絡を受ける。

2）「健康障害 防止措置に係る検討会」以降
①平成 29 年３月 17 日　平成 28 年度　第６回　化

学物質による労働者の健康障害防止措置に係る
検討会が行われる。

 （ 資 料 ）http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/ 
0000155952.html

 傍聴者 20 名予定→約 50 名と報道（未着席）
 座長交代：菅野氏→小野氏　両者とも労働安全

衛生総合研究所所属
 （議事内容）
 酸化チタン（Ⅳ）に関する調査票・・従来と同

様の内容で実施する。
 健康障害防止措置の検討シート（酸化チタン
（Ⅳ））・・従来と同様の内容で実施する。
 ・意見照会、ヒアリング対象の関係事業者・団体

等
  日本酸化チタン工業会、日本化学工業協会、日

本塗料工業会、印刷インキ工業会、日本自動車
工業会、ポリオレフィン等衛生協議会、日本製
紙連合会、日本化学繊維協会、日本製薬団体連
合会、日本ゴム工業会、日本化粧品工業連合会、
ビジネス機械・情報システム産業協会、化成品
工業協会、日本工業塗装共同組合、日本パウダー
コーティング協同組合、食品業界、光触媒業界
と溶接業界追加

 ・今後の予定
i）関係事業者・団体等への意見照会

意見照会：平成 29 年３～４月頃
回答期限：平成 29 年５月末頃

ii）平成 29 年度第１回措置検討会
日時：平成 29 年６～７月頃→ 10 月スタート

に延びる。
議事：関係事業者・団体等からのヒアリング

実施（3 ～ 4 関係事業者・団体等／１回）
ヒアリング終了次第、具体的な措置に
ついて議論予定

②平成 29 年４月 27 日　化学物質評価室長発で酸
化チタン（Ⅳ）に関する健康障害防止措置の検
討に向けたアンケートについてが届く。
⇒塗装関係者に対して組合からアンケートを行

い、それに基づいて厚生労働省よりのアンケー
ト回答を作成して提出（平成 29 年６月 29 日
付で提出）。

③平成 29 年 10 月 20 日措置検討会（日本酸化チタ
ン工業会）
ヒアリング概要
傍聴人数は 50 名、記者あり。

（日本酸化チタン工業会における説明の主旨）
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酸化チタン販売では表面処理品が主流であり、
用途によって表面処理種が異なる。酸化チタン
と言うだけで表面処理品まで含め一括りには
できない旨の理解促進を図った。
⇒説明 40 分、質疑応答約 30 分と１時間の予定

時間をオーバーしたが、酸化チタンの多様
性への理解促進は図れた。

④（関連）平成 29 年 10 月 24 日　粉状物質の有害
性情報の伝達による健康障害防止のための取組
みについてが出される（都道府県労働局長宛て
に安全衛生部長発（基安発 1024 第１号）。

⑤平成 29 年 11 月２日　措置検討会（ヒヤリング）
 最初にパウダー協と日本工業塗装協同組合連合

会合同〔高橋工塗連会長（当組合監事）説明〕で、
次に一社）日本塗料工業会（中村専務理事説明）
の順でヒヤリングを受ける。（内容は付録参照 -
概略）
⇒坦々と塗料・塗装について説明。特に塗料で

使用の酸化チタンは顔料（表面処理）で一次
コートされ塗料で樹脂による二次コートされ
ていることを強調。更に風評被害の無きこと
を強く要望。

⑥平成 30 年２月２日　化学物質のリスク評価に係
わるリスクコミュニケーション「化学物質の健
康障害防止措置とリスクアセスメントに関する
意見交換会」に参加（検討会委員　慶応大学名
誉教授　大前和幸先生他）。

 これまでの経緯説明が行われた。意見交換会で
は塗装は必ず防塵マスク着用を強調。とまどい
の中意見が多数出ていました。

⑦平成 30 年２月 20 日　粉体塗装研究会 30 － 1 セ
ミナーにて日本酸化チタン工業会の奥田様（（株）
テイカ）に経緯説明を行っていただいた。

⑧平成 30 年３月 12 日措置検討会（第２回目日本
酸化チタン工業会）

（1）第１回措置検討会での課題報告
・ 表面処理ナノ酸化チタンの表面状態観察
（TEM）

・ 酸化チタンの医薬、食品、化粧品（日米欧）
基準とその表面処理有無

・ 人工肺胞液中での表面処理酸化チタンの安定
性他

・ 第１回措置検討会での論点整理
（2）日本酸化チタン工業会の主張

・酸化チタンの使途（発塵が懸念される工程の
整理）

・個人ばく露測定結果に関する見解と論点整理
・酸化チタンのハザードに関する見解と論点整

理
・日本酸化チタン工業会の主張（論点整理の纏

め）
まず、第１回措置検討会課題報告として下記（1）
から（5）を報告し、次に今後の論点整理を行う。

（1） ナノ酸化チタンでも表面処理層は明確に確認
できた。

（2） 化粧品では表面処理有無にかかわらずナノ、
ナノ以外の酸化チタンは使用可能である。食
品添加物や医薬品では、一部制約はあるもの
のナノ、ナノ以外の未処理酸化チタン及びそ
れらの表面処理酸化チタンは使用可能である

（日本）。
（3） Gamble 液 24 時間浸漬後でも酸化チタンの表

面処理層が明確に確認できた。
（4） 結晶質シリカは表示・通知義務の対象である

が、その表面処理品は表示・通知義務の対象
とはならない。

（5） 表面処理酸化チタンの有害性は未処理酸化チ
タンと同等とは言えない。

これら結果を踏まえて今後の論点として、
「Gamble 液 24 時間浸漬後でも酸化チタンの表面
処理層が認められることから、表面処理酸化チ
タンの物理化学特性及び有害性は未処理酸化チ
タンのそれと同様に扱って良いか否か今後議論
を深める必要がある」ことを主張。
次に工業会の主張として個人ばく露測定結果に
ついて（6）から（8）を説明し、個人ばく露測定結
果に関する今後の論点整理を行う。

（6） 本来測定すべき（有害性が高いとされる）酸
化チタンを測定していない。

 ナノ以外の酸化チタンでは未処理酸化チタン
（測定対象物質）が配合された粉体塗料の塗
装は未測定である。また、ナノ酸化チタンで
は R 形 /A 形混晶の未処理ナノ酸化チタン（測
定対象物質）は未測定である。これら事実か
ら有害性が高いとされる未処理酸化チタンの
個人ばく露測定結果が無いため、そのリスク
は不明である。

（7） 特定事業所への偏り
 ナノ以外の酸化チタンで二次評価値を超えた

4 名は同一会社の従業員である。特定事業所
の問題であることに留意が必要であり本来行
政指導で対処すべきことである。

（8） 個人ばく露測定からの発じん
 個人ばく露測定から発じんが認められている

ので、粉じん則による発じん作業の追加指定
で対処可能と考える。

 さらに酸化チタンの有害性にいて（9）から（10）
を説明し、酸化チタンの有害性に関する今後
の論点整理を行う。

（9） 世界の動き
 欧州では酸化チタンの発がんと PSLT（粉じ

ん）に関する議論が始まる一方、米国は欧州
の動きに懸念表明を行っている。欧州の進展
を考慮し、慎重な措置検討会の運営及び行政
判断をお願いしたい。

（10）IARC 2010 年モノグラフ出版以降の進展
酸化チタンの有害性に関する疫学論文の知見
が反映されていない。具体的には下記疫学論
文は酸化チタン有害性を考察する上で考慮し
て欲しい。
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・ Ellis 2010_JOEM Volume 52, Number 3, 
March 2010

・ Ellis 2013_AMERICAN JOURNAL OF 
INDUSTRIAL MEDICINE 56_282–291

（2013）
酸化チタンの有害性評価においては、リスクコ
ミュニケーションでも多くの質問があった日本
バイオアッセイ研究センターでの吸入ばく露試
験結果も考慮して欲しい。なお、NIOSH の見解
にも留意が必要である。従って、最新の科学の
進展も考慮すべきである。
最後に日本酸化チタン工業会の主張（主要な論
点整理の纏め）として（11）から（13）を行った。

（11） 表面処理酸化チタンの論点整理
 表面処理酸化チタンの有害性は未処理酸化

チタンのそれと同様に扱って良いか否か、
今後議論を深める必要がある。

（12） 個人ばく露測定についての論点整理
 ナノ酸化チタン及びナノ以外の酸化チタン

ともに有害性が高いとされる未処理酸化チ
タン及びそれを配合した粉体塗装の個人ば
く露を測定していない。従って、個人ばく
露データが無いため、未処理酸化チタンの
リスクは不明である。

　 →リスク＝有害性（IARC 2B）×ばく露量
（データなし）＝不明

 また、ナノ以外の酸化チタンで二次評価値
を超えた４名は同一会社の従業員であり、
特定事業所の問題であることにも留意が必
要である。個人ばく露データの取り扱いに
関する議論を深掘りする必要がある。

（13） 酸化チタンの有害性について論点整理
 欧州ではラットの発がんは酸化チタン固有

の問題では無く、PSLT（粉じん）として
の対処が必要であるとの認識が進んでいる。
今後の議論の進展など最新の知見を参考に
し、慎重な措置検討会の運営及び行政判断

をお願いしたい。
これら発表ののち、質疑応答が行われ約 1 時間
で措置検討会は終了した。
新年度から酸化チタンに関する具体的な措置検
討が行われる。
　⇒引き続き関係団体と協調して対処が必要。

以上が、当事務局にて対応及び集まった資料に基づき
作成した経緯です。立場の違いで異なるニュアンスが
ある場合はご容赦下さい。

３．厚生労働省リスク評価の流れ（図７参照）

４．IARC2 Ｂの根拠となる資料（図８参照）
（図８の内容）
気管支肺胞腺腫および嚢胞性角化扁平上皮細胞癌
は 250 mg/m3 暴露で認められた。10 または 50 mg/
m3 に暴露されたラットでは化合物関連肺腫瘍は認
められなかった。
⇒ 250 mg/m3 の条件は大変過酷な条件で、どんな

粉物でもストレスで発がんする可能性があると
思われる。当方としては再試験（行っておられ
る様である）が必要と訴えている。また、検討
委員会のメンバーの方にも過剰な試験と認識さ
れている方はおられるが他の資料等を出してこ
られてはっきりとしなくなるのが実情である。

５．現時点でのまとめ
　平成 23 年７月にこの酸化チタン（Ⅳ）の問題は始
まり、厚生労働省リスク評価の流れに沿って進み、問
題があるということで設置された措置検討会も３月
12 日の日本酸化チタン工業会のヒヤリングで終了。
次年度より具体的な措置検討が行われることになりま
す。
　日本酸化チタン工業会、日本塗料工業会、日本工業
塗装協同組合（工塗連）とは昨年 10 月以降何回も会
合を持ち共に行動してきた経緯がございます。
　特に昨年 11 月２日の措置検討会でのヒヤリングは

図７　厚生労働省リスク評価の流れ
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図８　IARC2 Ｂの根拠となる資料

工塗連様と一緒に受けました。
　今後具体的な措置検討に入っても共同で進めて行く
所存です。今後の経緯も引き続き注目下さい。
　酸化チタン（Ⅳ）が特化則の仲間に入るということ
は塗装ができなくなることではないですけど、それ相
応の分析や健康診断，塗装設備の改造等に費用がかか
ることになりますし、風評被害ということも考えられ
ます。
　当然労働者（作業者）の健康は第一に守る必要はあ
ります。しかし、過剰な規制はしない様に言い続けな
いと環境に優しいとされている粉体塗装そのものが衰

退してしまうことにもなりかねません。
　厚生労働省の旧労働省サイドから見ると粉体塗装に
おける塗装時の粉じん被曝は問題だと考えておられま
す。塗装設備の改善や保護具の着用等で克服して行け
ればと考えています。皆様方の知恵を出し合ってより
良い塗装方法にして行きたいものです。
　付録部分に 11 月２日のヒヤリングにおいて提出し
た資料及び種々の団体のヒヤリングについて厚生労働
省が作成した報告書（アドレス）等添付していますの
でご参照下さい。
　塗装粉じんに関しては昨年 10 月に厚生労働省労働
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基準局より注意喚起が出ております。このように塗装
粉じんに関しては今後も注目されて参りますので関係
者の皆様方は少しでも環境改善に努めていただければ
と存じます。

図 10　特化則指定の全体の理解

図９　特化則の概要

６．特化則について
1）特化則の概要（図９）
2）特化則指定の全体の理解（図 10）




